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サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの 

例外的取扱いについて 

 
 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的

取扱いについて、長野県健康福祉部長より別添のとおり通知がありました。 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、サージカルマスク、長袖ガウン、ゴー

グル及びフェイスシールドの需要が高まっていることを受け、国としてもこれらの確保

に努めているところですが、使い捨てとされているサージカルマスク、長袖ガウン、ゴ

ーグル及びフェイスシールドについては、再利用するなど個人防護具の例外的取扱いに

より効率的に使用することが可能であるため、その際の留意点等について、別添のとお

り取りまとめました。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会（部会）会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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